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２０２５年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

問題１ 次の事例を読んで、各小問に簡潔に解答しなさい。 

 

[事例] Ｘは、２００８年１０月２６日、鮮魚店を開業する目的で、訴外Ａから

甲・乙・丙の各土地を購入し、所有権移転登記を経由した。その際、融資を受け

る銀行の指導に従い、公道に接する間口が広くなることによって甲・乙・丙の担

保価値を高めるために、Ｘは、甲・乙・丙の通路として、２００９年４月６日、

訴外Ｂから隣地である丁土地を購入し、所有権移転登記を経由した。 

Ｙは、丁土地の西側に隣接する自己所有土地上に建物を所有していたところ、

１９８９年２月 1 日から同建物の通路として丁土地をコンクリート舗装して占

有使用してきた。Ｘは、Ｙが丁土地を舗装して占有使用してきたことを知ってお

り、丁土地を取得するに当たっては、Ｙの通行を妨害する意図も有していた。 

Ｘは、Ｙに対して、丁土地は自分が訴外Ｂから買い取ったとして、丁土地の所

有権確認を請求するとともに、コンクリート舗装の撤去を求めた。 

 

小問(1) Ｘが２００９年５月１日に丁土地の所有権確認等を請求してきた場

合、Ｙは、Ｘの請求に対して、２００９年５月１日の時点で、丁土地の時効取得

をもって反論しうるか解答しなさい。 

 

小問(2) Ｙが小問(1)の反論をなしえないとすると、Ｙは、Ｘの請求に対して、

時効取得以外の理由をもって反論しうるか解答しなさい。 
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問題２ 次の事例を読んで、各小問に簡潔に解答しなさい。解答にあたっては判

例に照らして解答すること。なお、下記の各小問は独立の問題である。 

 

［事例］ ＡとＡの父親Ｂは、共同で経営する衣料品店の運転資金としてＣから

３００万円の融資を受けていた（以下、本件融資に基づく債務を「本件債務」と

いう。)。本件債務については、ＡとＢが連帯して返済することになっていた。

また、ＡＢ間には負担部分について特段の合意はなかった。その後、Ｂが死亡し、

Ｂの息子である、Ａ、Ｄ、Ｅの３名が平等の割合で相続をした。 

本件債務について履行期が到来したので、Ｃは、本件債務の返済を求めようと

考えている。 

 

小問(1) Ａからの返済が困難であるという事情があり、Ｃは、ＤあるいはＥに

３００万円を請求しようとしているが認められるか。また、もし３００万円の請

求が認められないとした場合には、いくら請求することが認められるか。 

 

小問(2) ＡがＣに３００万円の返済をした場合、Ａは、ＤやＥに対して、いく

ら求償することが認められるか。 

 

 


